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≪利用に関する問合せ≫  ≪新座市総合運動公園≫ 

施 設 新座市民総合体育館  施 設 新座市総合運動公園管理事務所 

住 所 〒352-0022新座市本多二丁目１番２０号  住 所 〒352-0022新座市本多二丁目８番１６号 

電 話 番 号 048-478-8011 （ＦＡＸ）048-478-8013  電 話 ０４８-４７９－５５１５ 

受 付 時 間 午前９時から午後９時まで  Ｆ Ａ Ｘ ０４８-４７９－５６１９ 

休 館 日 毎週月曜日（但し祝日の場合は翌日）  受 付 時 間 午前８時３０分から午後９時まで 

施設管理者 
新座市体育施設等指定管理者 

スポーツにいざコンソーシアム 
 

休 園 日 
毎週月曜日（但し、休日の場合はその

日後において最も近い休日でない日） 

 



新座市総合運動公園 
１ 休園日 

① 毎週月曜日（休日の場合は、その日後において最も近い休日でない日） 

② 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日） 

③ その他管理上臨時に休園することがあります。 

２ 運動公園の開園時間 

① ４月～１１月  午前８時から午後９時３０分まで 

② １２月     午前８時から午後６時３０分まで 

③ １月～３月   午前８時から午後５時まで 

３ 利用手続等 

「新座市公共施設予約システム」にて利用者登録を行ってください。 

※ スポーツ、レクリエーション活動等を目的とした団体に限ります。 

※ 登録の際は、身分証明書（代表者のみ）、団体構成員名簿を添付していただきます。 

※ 登録に当たっては、代表者が構成員の身分証明書を確認してください。 

※ 構成員の２／３以上が中学生以下の団体については、子ども団体として登録することができます。こ

の場合、保護者（成人の責任者）が必要となります。 

※ 登録更新は、一般団体は３年度ごと、子ども団体は毎年度更新となります。なお、構成員の１／３以

上に変更が生じた場合はその都度変更手続きが必要です。 

登録条件について 

・ 市内団体登録 ※⑴の人数要件に加え、⑵又は⑶に該当することが必要です。 

⑴ 新座市に在住、在勤又は在学の方が１０名以上（構成員が１５名以上の場合は全体の３分の２以

上が必要）で構成された団体 

⑵ 市内の競技連盟等に所属していること 

⑶ レクリエーション活動を目的としたサークル又は競技連盟がないスポーツ団体 

・ その他団体登録 

上記に満たさない団体 

利用予約申込について 

◆野球場、陸上競技場及びマレットゴルフ場の専用利用 

「新座市公共施設予約システム」にて仮予約手続を行い、オンライン決済、又は、利用日当日に新座市

民総合体育館受付窓口にて使用料を納入してください。納入後、本予約となります。 

４ 利用取消について 

① 使用料納入前の場合 

「新座市公共施設予約システム」にて、前日までに利用取消を行ってください。 

※ 利用日当日のキャンセル又は無断キャンセルは、ペナルティとしてその日から翌月末までの間、「新

座市公共施設予約システム」での予約ができなくなります。（新座市民総合体育館窓口での予約は可。

ただし、予約時に使用料を納入していただきます。） 

※ 利用日当日に悪天候等で使用できない場合は、ペナルティは発生しません。グラウンドのコンディ 

ションについては、公益財団法人新座市スポーツ協会のホームページの確認、又は、新座市総合運動公

園管理事務所まで御連絡ください。 

② 使用料納入後の場合 

「新座市民総合体育館受付窓口」又は「新座市総合運動公園管理事務所」まで、電話にて利用取消の御

連絡をお願いします。 

※ 支払方法に関係なく、使用料納入後のキャンセルは、利用日の７日以上前のキャンセルを除き、原則

返金できません。手続きについては、５を御覧ください。 

※ 悪天候等で使用できなかった場合は、「還付申請手続」を行うことで使用料の全額を還付、又は、利用

日の変更（振替）が可能です。手続きについては、５を御覧ください。 

 

 



５ 還付・振替について 

◆ 利用日の７日以上前に使用料を納入した予約を取消す場合 

  利用日の７日前までに「還付申請手続」を行うことで、使用料の半額を還付します。利用許可書のほか、

現金払いされた方は利用者の印鑑及び振込口座名等が記載された書類を持って、「新座市民総合体育館受付

窓口」にお越しください。なお、期限を過ぎると還付できません。また、利用許可書は「新座市公共施設

予約システム」で確認できます。 

◆ 悪天候等で使用できなかった場合 

① 「還付申請手続」を行い使用料の全額を還付します。 

利用許可書のほか、現金払いされた方は利用者の印鑑及び振込口座名等が記載された書類を持って、

「新座市民総合体育館受付窓口」にお越しください。なお、利用許可書は「新座市公共施設予約シス

テム」で確認できます。 

② 別日に振替を行います。 

同条件で「新座市公共施設予約システム」にて仮予約を行い、利用日当日までに悪天候時の許可書を

持って、「新座市民総合体育館受付窓口」にお越しください。なお、利用許可書は「新座市公共施設予

約システム」で確認できます。 

※ 振替の場合は、仮予約後にオンライン決済を行わないでください。 

※ 振替については、年度内でお願いいたします。 

 

Ⅰ 新座市総合運動公園 野球場 
１ 利用時間 

区 分 午 前 午 後 １ 午 後 ２ 夜 間 

時 間 
午前８時３０分 ～ 

午前１１時３０分 

正午 ～  

午後３時 

午後３時３０分 ～ 

午後６時３０分 

午後７時 ～    

午後９時３０分 

［備考］ 

・ １２月は夜間（午後７時～午後９時３０分）の利用はできません。 

・ １月から３月は芝生養生期間のため利用できません。 

２ 利用区分 

専用利用（全施設を大会等で独占利用すること）※練習及び練習試合等での利用不可。 

３ 競技種目 

・ 軟式野球（小学生から一般まで） 

・ 硬式野球（小学生から高校生まで） 

４ 野球場の予約システムの利用条件 

登録区分 抽選申込期間 抽選日 
抽選後の空き 

施設申込期間 利用制限 

市内団体 
利用月の２か月前の 
１日から９日まで 

抽選申込月の１０日 
抽選申込月の 

１１日から利用日前日まで 
【抽選】 

土・日・祝：月４単位 
平日：制限なし 

 
【一般予約】 

制限なし 
その他 
団体 抽選に参加できません 

利用月の１か月前の 
１日から利用日前日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 使用料 

区分 午前 午後１ 午後２ 夜間 

一般 ４，７１０ ４，７１０ ４，７１０ ２，６１０ 

子ども 

（中学生以下） 
２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ １，３００ 

放送設備 １式１回   １，０４０ 

照明設備 全点灯３０分当たり４，１８０  半点灯３０分当たり２，０９０ 

スコアボード １式１回   １，０４０ 

   ［備考］ 

・ その他団体が利用する場合は、上表の使用料の倍額です。 

・ 入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の使用料は、所定の使用料に１人１回に

ついて徴収する最高の料金に１００を乗じた額を加算した額とします。 

６ 利用上の注意 ※守れない場合には､以後の利用受付をお断りすることがあります。 

１ 利用の時は、「利用（変更）許可書」を必ず受付に提示し、係員の指示に従って利用ください。 

２ 一度納入された使用料は、原則としてお返し致しません。また、利用の権利の譲渡・転貸をす

ることもできません。無断で利用許可内容を変更した場合は、利用を取り消すことがあります。 

３ 利用日及びその前日が悪天候等のため、グランドコンディション不良の時は利用をお断りする

ことがあります。なお、利用の可否については、直接管理事務所で確認してください。 

４ 利用時間には、準備から終了後の清掃、現状回復、着替え等も含みます。 

利用時間をお守りください。 

５ 敷地内において許可なく物品の販売・張り紙等は固くお断りします。 

６ 貸し出し器具の出し入れは、係員の確認のもと、利用者が行ってください。施設の利用に伴い、

施設及び器具等を破損又は紛失したときは弁償していただくことがあります。 

７ 野球場グランド（ダッグアウトを含む）内の喫煙・飲酒・火気の使用は禁止します。また、ご

み等は必ずお持ち帰るようお願いします。 

８ 大会・競技会等の利用については、事前に係員と打ち合わせを行い、大会要綱等を提出してく

ださい。関係機関への届出・許可書等は利用前に必ず主催者が済ませてください。 

９ 危険物、動物等の持ち込みや、酒気を帯びての施設の利用は禁止しております。 

１０ 利用上の決まりを守れないときは、利用を禁止させて頂くことがあります。 

１１ 駐車場は収容台数に限りがありますので、できるだけバスやその他交通機関を利用してくださ

い。 

１２ その他不明な点は気軽に係員にお尋ねください。 

１３ 全ての運動施設は、敷地内禁煙となります。 

 

 

 

 

 

 

 



７ 施設の概要 

１ 名  称 新座市総合運動公園野球場 

２ 所 在 地 新座市本多二丁目８番１６号 

３ 施 設 面 積 約１６，６００㎡ 

４ 併 用 開 始 平成９年４月１日 

５ 運 動 面 積 約１２，０００㎡ 

規模：両翼 ９１ｍ 中堅  １２０ｍ 

表面：内野・・・クレー 外野・・・芝生 

６ 構 造 メインスタンド：約５６７㎡ 鉄筋コンクリート造２

階建て 

１Ｆ：本部席 放送席 トイレ ダッグアウト 

２Ｆ：観覧席（４２４人収容） 

   内野スタンド：芝スタンド約９００㎡ 

（約１５００人収容） 

   外野スタンド：芝スタンド約６８０㎡ 

（約１１００人収容） 

７ 収 容 人 数 合計３０００人 

８ スコアボード 得点表示 判定表示（ ＢＳＯ H E FC ） 

９ 夜 間 照 明 照明塔６基 

１０ 中 央 駐車 場 １２３台（内障がい者専用３台） 

 

Ⅱ 新座市総合運動公園 陸上競技場 
１ 利用時間 

区 分 午前の部 午後の部 

時 間 午前８時３０分 ～ 正午 午後１時 ～ 午後６時 

   ［備考］ 

・ １０月から３月は午後５時までの利用となります。 

・ ３月から５月は芝生養生期間のためフィールドの利用はできません。 

２ 利用区分 

・ 専用利用（全施設を大会・競技等で独占利用すること） 

・ 共用利用（陸上競技場を団体又は個人が共同で利用すること） 

３ 競技種目 

・ 陸上競技の全般（管理上の都合により種目を限定させていただきます。） 

・ サッカー（悪天候当日と翌日は利用できません。）※大会やイベント等の専用利用に限ります。 

・ その他（レクリエーション種目、公用利用等）※大会やイベント等の専用利用に限ります。 

４ 共用利用について 

利用当日に「新座市総合運動公園管理事務所」にて自動券売機で『利用券』を購入し、窓口に提出してく

ださい。ただし、専用利用がある場合は利用ができませんので、あらかじめ利用状況をご確認の上、来園し

てください。 

 

 

 

 

 

 



５ 陸上競技場（専用利用）の予約システムの利用条件 

登録区分 抽選申込期間 抽選日 
抽選後の空き 

施設申込期間 利用制限 

市内団体 
利用月の２か月前の 
１日から９日まで 

抽選申込月の１０日 
抽選申込月の 

１１日から利用日前日まで 
【抽選】 

土・日・祝：月２単位 
平日：制限なし 

 
【一般予約】 

制限なし 
その他 
団体 抽選に参加できません 

利用月の１か月前の 
１日から利用日前日まで 

６ 使用料 

区分 午前 午後 全日 

一般 

専用 ４，７１０ ６，２８０ １１，０００ 

共用 
団体 １，５７０ ２，０９０ ３，６６０ 

個人 １日 1回  ２００ 

子ども 

（中学生以下） 

専用 ２，３５０ ３，１４０ ５，５００ 

共用 
団体 ７８０ １，０４０ １，８３０ 

個人 １日１回  １００ 

放送設備 １式１回   １，０４０ 

   ［備考］ 

・ その他団体又は新座市に在住在勤在学の方以外の利用は上表の使用料の倍額です。 

・ 子ども個人とは、中学生以下（３歳以上）となります。 

・ 入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の使用料は、所定の使用料に１人１回に

ついて徴収する最高の料金に１００を乗じた額を加算した額とします。 

・ 共用利用は陸上競技のみとなります。 

・ 陸上競技以外の専用利用は、大会やイベント等に限ります。実施希望団体は事前に施設管理者へ

ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 利用上の注意 ※守れない場合には､以後の利用受付をお断りすることがあります。 

１ 利用の時は、「利用（変更）許可書」を必ず受付に提示し、係員の指示に従って利用ください。 

２ 一度納入された使用料は、原則としてお返し致しません。また、利用の権利の譲渡・転貸をす

ることもできません。無断で利用許可内容を変更した場合は、利用を取り消すことがあります。 

３ 利用日及びその前日が悪天候等のため、グラウンドコンディション不良の時は利用をお断りす

ることがあります。なお、利用の可否については、直接管理事務所で確認してください。 

４ 利用時間には、準備から終了後の清掃、現状回復、着替え等も含みます。利用時間をお守りく

ださい。 

５ 敷地内において許可なく物品の販売・張り紙等は固くお断りします。 

６ 貸し出し器具の出し入れは、係員の確認のもと、利用者が行ってください。施設の利用に伴い、

施設及び器具等を破損又は紛失したときは弁償していただくことがあります。 

７ 陸上競技場施設内の喫煙・飲酒・火気の使用は禁止します。また、ごみ等は必ずお持ち帰るよ

うお願いします。 

８ 大会・競技会等の利用については、事前に係員と打ち合わせを行い、大会要綱等を提出してく

ださい。関係機関への届出・許可書等は利用前に必ず主催者が済ませてください。 

９ 陸上競技については、次の事項を守ってください。 

・ ランニング用シューズ及び指定されたスパイクを使用してください。 

・ 用具・器具等の借用は、あらかじめ管理事務所に申し出てください。大会以外での用具・

器具の借用は、陸上競技場用具貸出票に記載されているものに限ります。 

・ 利用後は係員の確認のもと必ず元の位置に戻してください。 

・ フィールドの種目には、利用制限があります。必ず係員に相談してください。 

・ トラックは左回りで利用してください。なお、競技場保全のため、練習での利用コースは

係員の指示に従ってください。 

１０ 小学生未満の子どもの利用は、保護者同伴で利用してください。 

１１ 危険物、動物等の持ち込みや、酒気を帯びての施設の利用は禁止しております。 

１２ 利用上の決まりを守れないときは、利用を禁止させて頂きます。 

１３ 駐車場は収容台数に限りがありますので、できるだけバスやその他交通機関を利用してくださ

い。 

１４ その他不明な点は気軽に係員にお尋ねください。 

１５ 全ての運動施設は、敷地内禁煙となります。 

８ 施設の概要 

１ 名 称 新座市総合運動公園陸上競技場 

（全天候陸上競技場） 

２ 所 在 地 新座市本多二丁目８番１６号 

３ 施 設 面 積 約２０，３００㎡ 

４ 併 用 開 始 平成８年１０月１日 

５ 施 設 の概 要 ⑴ トラック （１周４００ｍ） ８コース（全天候舗装） 

⑵ フィールド サッカー場１０５ｍ×６４ｍ（野芝舗装） 

⑶ スタンド ４，０００人収容（芝スタンド） 

６ 中 央 駐車 場 １２３台 （内障がい者専用３台） 

 

 

 



Ⅲ 新座市総合運動公園 マレットゴルフ場 

１ 施設の概要 

  施設面積 約２８，４００㎡ 

  コ ー ス 全３６ホール（東１８ホール、西１８ホール） 

２ 利用時間 

区 分 午前の部 午後の部 

時 間 午前８時３０分 ～ 正午 午後１時 ～ 午後６時 

   ［備考］ 

１０月から３月は午後５時までの利用となります。 

３ 利用区分 

・ 専用利用（全コース又は東・西コースどちらかのコースを大会等で独占利用すること） 

・ 共用利用（団体又は個人が共同で利用すること） 

４ 競技種目 

マレットゴルフ場はマレットゴルフのみとなります。 

５ 共用利用について 
  利用当日に「新座市総合運動公園管理事務所」にて共用団体利用手続きの上、自動券売機で『利用券』を

購入し、窓口に提出してください。腕章を受取り、プレー中は目立つ位置に着用してください。ただし、専

用利用がある場合は利用ができませんので、あらかじめ利用状況をご確認の上、来園してください。 

６ マレットゴルフ場（専用利用）の予約システムの利用条件 

登録区分 抽選申込期間 抽選日 
抽選後の空き 

施設申込期間 利用制限 

市内団体 
利用月の２か月前の 
１日から９日まで 抽選申込月の１０日 

抽選申込月の 
１１日から利用日前日まで 【抽選】 

土・日・祝：月２単位 
平日：制限なし 

 
【一般予約】 

制限なし 
その他 
団体 抽選に参加できません 

利用月の１か月前の 
１日から利用日前日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 使用料 

区分 午前 午後 全日 

一般 

専用 ４，７１０ ６，２８０ １１，０００ 

共用 
団体 １，５７０ ２，０９０ ３，６６０ 

個人 １日 1回  ２００ 

子ども 

（中学生以下） 

専用 ２，３５０ ３，１４０ ５，５００ 

共用 
団体 ７８０ １，０４０ １，８３０ 

個人 １日１回  １００ 

放送設備 １式１回   １，０４０ 

   ［備考］ 

・ 専用利用は東西どちらかのコースのみを専用利用する場合は上記の使用料の半額となります。 

・ 共用利用（個人）の料金は１日プレーを楽しめる料金となります。 

・ スティック・ボールの貸し出しは無料です。（数に限りがあります）希望される方は受付時に申  

し出てください。 

・ その他団体及び新座市に在住在勤在学の方以外の利用は上表の使用料の倍額です。 

・ 子どもは中学生以下（３歳以上）となります。 

・ 入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の使用料は、所定の使用料に１人１回に

ついて徴収する最高の料金に１００を乗じた額を加算した額とします。 

８ マレットゴルフ年間利用券について 

◆ 申込方法等 

受 付 場 所 新座市総合運動公園管理事務所 

受 付 時 間 
午前８時３０分から午後５時まで 

※ 休園日を除く 

申 込 方 法 

申請書に写真（２．５㎝×３㎝） １枚を添付し、料金を窓口で納付 

※ 申込の際は、本人確認ができるもの（運転免許証、保険証等）を持

参してください。 

申 込 期 間 ３月１日から１２月２８日まで 

料 金 （市内） １０，４７０ 円 （市外） ２０，９４０円 

有 効 期 限 ４月１日から翌年３月３１日まで 

  ［注意事項］ 

・ 個人年間利用券は共用利用（個人）の場合のみ使用できます。 

・ 他の団体等が大会開催等により専用利用している場合は利用できません。 

・ 年度途中で購入する場合、月割り・日割りはいたしません。 

・ 個人年間利用券の貸与及び譲渡はできません。 

・ 購入後の払い戻しはいたしません。 

・ 紛失等をした場合は、個人年間利用者であることの確認ができない方に対しての再発行はいたしま

せん。 

・ 利用の際は、総合運動公園管理事務所にて個人年間利用券を提示して、腕章を受け取ってから利用

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 利用上の注意 ※守れない場合には､以後の利用受付をお断りすることがあります。 

１ 利用時間を必ず守ってください。利用時間外の無断使用は絶対にしないでください。 

２ 専用利用以外で利用するときは、プレー中、腕章を目立つ位置に必ず着用し、プレー終了後は

速やかに管理事務所へ返却してください。 

３ 専用利用の時は、「利用（変更）許可書」を必ず管理事務所受付に提示し、係員の指示に従って

利用ください。 

４ 専用利用の申込みは、他の利用者へ周知のため、なるべく２週間前までに申込みいただきます

よう御協力をお願いします。 

５ 少しでも多くの方が利用できるよう、専用利用は東・西どちらかのコースのみ専用利用する場

合はなるべく４０名以上、すべてのコースを専用利用する場合はなるべく８０名以上で申込みい

ただきますようご協力をお願いします。 

６ 大会・競技会等の利用については、事前に係員と打ち合わせを行い、大会要綱等を提出してく

ださい。関係機関への届出・許可等は利用前に必ず主催者が済ませてください。 

７ 整備作業のため、コース又はホールの利用を制限させていただくことがあります。 

８ 悪天候（雷雨等）により、利用することが危険であると係員が判断した場合、プレー中であっ

ても利用をお断りすることがあります。利用の可否については、管理事務所で確認してください。 

９ 施設の利用に伴い、施設及び貸出器具等を破損又は紛失した場合は弁償していただくことがあ

ります。 

１０ 小学生未満の子どもの利用は、保護者同伴でなければ利用できません。 

１１ マレットゴルフ場施設内の飲酒・火気の使用は禁止します。また、ゴミ等は必ず持ち帰るよう

お願いします。 

１２ 危険物、動物等の持ち込みや、酒気を帯びての施設の利用は禁止しております。 

１３ 敷地内において許可なく物品の販売・張り紙等は固くお断りします。 

１４ 利用上の決まりを守れないときは、利用を禁止させて頂きます。 

１５ 一度納入された使用料は、原則としてお返し致しません。ただし、市が認める特別な事由発生

時においてはその限りではありません。また、利用の権利の譲渡・転貸をすることができません。

無断で利用許可内容を変更した場合は、利用を取り消すことがあります。 

１６ 共用利用でプレー開始後、悪天候等により市が利用を中止した場合は、管理事務所の指示に従

ってください。 

１７ 全ての運動施設は、敷地内禁煙となります。 

 

Ⅳ 新座市総合運動公園 多目的広場 
詳しくは、新座市総合運動公園管理事務所（０４８-４７９－５５１５）までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ 施設案内 

野球場メインスタンド施設配置     マレットゴルフ場施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新座市総合運動公園施設配置図 

 

マレットゴルフ場西コース 
牡丹園 

マレットゴルフ場東コース 

マレットゴルフ場西コース 

 

 

バスケットゴール 



Ⅵ 交通機関の案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日改訂 

 

交通機関・バス利用 

・東武東上線 

朝霞台駅南口から東久留米駅行か新座営業所行 

・ＪＲ武蔵野線 

新座駅南口から東久留米駅行か新座営業所行 

・西武池袋線 

東久留米駅東口から新座駅南口行か朝霞台駅行 

・西武バス 

新座総合体育館入口下車、徒歩約 10分 

※車で来園される方は、陣屋通り側から入園して 

ください。 

 


